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ねらい

授業の準備

グループ分け
４～６人１グループ
（グループ数分だけカードが必要となるため、グループを細かく分けすぎない方がよい）
例）４０人の場合：６人×５グループ＋５人×２グループ　計７グループ

教材準備
・机の配置：長机を置く、またはグループのメンバーの机を寄せ、縦長にする。
・ワークカードを手前から奥に向かって配置する。（図を参照）
　　場面カード（緑）：子どものとって困難な状況が書かれている。
　　Aカード（赤）　 ：困難な状況が改善された状態が書かれている。
　　Bカード（青）　 ：困難な状況が継続された状態が書かれている。　
・子どもの権利カードは山札として１カ所にまとめて置く。

カードゲームを通して子どもの権利条約の内容をじっくり読むことで理解を深め、身近な話題からそれが自
分に関係のあるものだと認識する。

子どもの権利カードゲーム

〈所要時間〉４０分
〈形式〉グループワーク / １グループ最大６名
〈用意する物〉
　・手引書（本書）
　・ワークカード（場面、A、Bカード３枚１セット）×４～６セット
　・子どもの権利カード４３枚　
　　　➡上記のカードで１グループ分

▶場面カード、子どもの権利カードは本手引書に元データを入れています。
　人数に応じてコピーしてご使用ください。
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子どもにとって困難な場面をどの子どもの権利で乗り越えられるか考えるゲームを通して、子ど
もの権利を身近に感じながら学ぶことができるアクティビティ。
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ワークの進め方 （全体像）

時間 内容 使用する教材

はじめ 5分 子どもの権利についての説明 動画（任意）

ワーク

15分

15分

①ルール説明と手札準備
②場面カード１を全体で実施
③グループごとに他の場面カードにも取り組む

④振り返りの実施
（⑤自分の経験共有）

場面カード
子どもの権利カード

まとめ 5分 グループでの感想共有

ワークの進め方（詳細）

進め方
１．子どもの権利について簡単に説明
FTCJ作成動画「知ろう！子どもの権利条約」（約２分）を見る。
子どもの権利とは、
「すべての子どもが生まれたときから持っていて
何度でも使うことができる「チケット」のようなもの。
もし、奪われたら声をあげて助けを求めることができ、
その権利はすぐに取り戻されるべきもの。」

２．ゲームの趣旨の説明
子どもの権利について理解を深めるために、カードゲームをすることを伝える。
・「今からみなさんは子どもの権利を使って、困難な場面を乗り越えて
　いきます！ルール説明をするので、まずは権利カードの山から１人３枚引き、
　自分の手札をじっくり読んでください。」

３．ルールの説明
最初の場面カードを一緒に行いながら説明する。
・まず、場面カードに書かれている文章を読み上げる。
　（教員が読み上げるか、各グループの誰かが音読するよう指示する）

・読み終えたら、その困難な場面を乗り越えられそうな権利を手札から探す。　
　予想した札は場面カードの横に置く。
　▶お互いの手札は見せ合ってよい。
　▶最初は手札が少ないのでない場合も多く、そのまま出さずに進めてよい。

・答え合わせとして場面カードを裏返し、そこに記載されている権利カードを
 　持っている人はそのカードを場面カードの横に置く。

※場面カードの裏面に記載されている権利は、唯一の答えではなく、あくまでもより深く関わる権利です。
本来１つの場面にたくさんの権利が関係していますが、ゲームの進行上１～３個のみ記載していることを子
どもにも伝えるようにしてください。「この権利カードは正解じゃないの？」と子どもに聞かれることも多
いですが、むしろその発言が出るということは深く考えていることを意味します。「いい質問！その通
り！」など、その発言を肯定しつつ上記の注釈を伝えるのもいいかもしれません。
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動画「知ろう！子どもの権利条約」
https://youtu.be/jgERwJIV_eo

裏返す

手札３枚

手札を置けた
場合

https://youtu.be/jgERwJIV_eo
https://youtu.be/jgERwJIV_eo
https://youtu.be/jgERwJIV_eo
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・カードを持っていたグループはA→Bカードの順に、
　持っていなかったグループはB→Aカードの順に裏返して読む。

・最後に、１人２枚*ずつ権利カードを山札から引き、手札が増えた状態で次の
　場面へと進む。「全員さらに２枚カードを引くことができます！」という
　雰囲気で伝えると、手札が増える＝いいことだと認識できる。
　　※グループ人数や全体の場面数によっては１枚にする場合もある。
　　　詳細は「ゲームのしかけ」を参照。 

４．その他の場面に取り組む
同じ手順で他の場面カードにも取り組む。
基本的には進行を各グループに任せ、教員は巡回しながらサポートする。
▶時間を見つつ、「そろそろ場面３をやっているとちょうどいい時間です」など、
　目安となる時間をアナウンスするとグループ間の進行の差を埋められる。
▶早く終わったグループは「印象に残った場面カード、権利カード」を選ぶよう
　に指示を出しておくと振り返りがスムーズになる。

５．振り返りをする
以下の問いかけ例を参考に、時間に応じて振り返りを行う。

問いかけ例
・印象に残った場面カード（A、Bカードも含む）はどれですか？
・*似たような経験（子どもの権利が守られていなかった経験）はありますか？
・いいなと思った権利カードはどれですか？大事だなと思った権利は何ですか？
・自分の権利が守られていない時、どうしたらいいと思いますか？
・今日学んだことをどう活かしていきたいですか？

※つらい経験を持つ子どものいる可能性があるため配慮が必要な質問。
　印象に残った場面カードを聞くと「この場面カードと同じ経験ある！」
　と発言する子がいることも多く、場合によっては改めて問いかけずに
　留める方法もある。

６．まとめ
必ず伝えることは以下の通り。
・権利カードは本来４３枚すべてを子ども一人ひとりが全員が持っているものであること。
・Bの状態は、権利が守られていない状態や権利を知らない状態であること。
・守られていないときは、おとなに相談する・声をあげるなどの方法があること。

ゲームのしかけ

カード総数 人数 場面１ 場面２～６ 合計 場面２～４

43枚

６人 18枚 1人1枚×5回＝30枚 48枚 1人2枚×3回＝36枚 54枚

５人 15枚 1人1枚×5回＝25枚 40枚* 1人2枚×3回＝30枚 48枚

４人 12枚 1人2枚×5回＝40枚 52枚 1人3枚×3回＝36枚 54枚

適宜裏返す

最後の場面に取り組むときに権利カードの山がなくなるようにする
最後の場面カードは、裏面に答えが書かれておらず、「関係のありそうな権利カードをすべて置いてみよう
という指示が書かれています。取り組む際はすべての権利カードを選択肢としてもらいたいため、すべての
権利カードが誰かの手札にある状態＝権利カードの山がなくなっている状態にしたいです。
最後の場面、またはその１つ前の場面に取り組むときに山札がなくなるように、場面が移る際に引くカード
の数を調整しましょう。（※「余ったカードみんなで分けてください！」でも対応可能です！）
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山札から
２枚ひく

手札を読み
次の場面へ

「関係のありそうな権利カードをすべて置いてみよう」

・
・
・

同様に
繰り返す

最後は関係のありそうな
カードをすべて置く
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以下のページは印刷用ページとなります。
・ワークカード内容一覧

・ワークカード（A４両面印刷）※要切り取り
　場面、A、Bカード３枚１セット×６場面

・子どもの権利カード（A４両面印刷）※要切り取り

・振り返りシート（A４印刷）※任意

ワークシート

参考情報

子どもの権利についてより詳しい情報や解説をお探しの場合は、当団体ウェブサイト内の
「子どもの権利」ページをご覧ください。
やさしい言葉での説明文や無料ダウンロード資料がまとめてあります。

フリー・ザ・チルドレン・ジャパン　ウェブサイト
「子どもの権利」ページ
https://ftcj.org/we-movement/childrights

https://ftcj.org/we-movement/childrights
https://ftcj.org/we-movement/childrights


  番号
  

場面カード
（困難な場面）  関連する条約の項目   A 権利が守られた場合

  
  B 権利が守られなかった場合
  

  1
  

お腹がすいたので 食べるも
のがほしい。

6条 生きる権利
27条 人間らしく生きる権利

子ども食堂や支援団体などで栄養あるご飯
を無料で食べられる

お金がないのでご飯を買うことができず、食
べ物をもらえる場所もない。食べることがで
きず栄養失調になる

  2
  

体の調子が悪い。 熱とだる
さが数日間 ずっと続いてい
る。

24条 治療を受ける権利
26条 生活が苦しいときは特別な支
援を受ける権利 

健康保険に入っているため、高いお金を払
わずに治療を受けることができた。 原因も
わかり、体調が良くなっていった。

家庭の事情で健康保険に入っておらず、病院
に行くと高いお金を払わなければならない。
とりあえず薬局で売っている薬を飲んだがよ
くならず、原因もわからないままだ。

  3
  

SNSでつながった人と メッ
セージのやりとりをしてい
たら、「顔が映ってる写真
送ってよ〜」と言われた。

16条 プライバシーが守られる権利  
34条 性的搾取から守られる権利 
36条 あらゆる害から守られる権利

プライバシーに関わることだから断った。
その後相手からしつこくメッセージが来た
ので、SNSの通報ボタンを押してそのこと
を連絡し、ブロックした。

顔写真を送ったら、次は「全身の写真を送っ
て」など、どんどん要求がエスカレートして
いった。写真から住んでいる地域を特定さ
れ、「断ったら家に行く」と脅されるように
なった。誰にも相談できず、おびえながら写
真を送り続けている。

  4
  

学校でいじめを受けてつら
い。本当は学校で学びたい
けれど、いじめっこたちが
いる学校にはもう通いたく
ない。

2条 差別の禁止
28条 教育を受ける権利 
39条 傷ついた子どもを守る
  

学校で配られた相談窓口や子どもの権利に
関する条例のパンフレットを思い出した。
連絡先があったので メールしてみることに
した。 
  →おとなの人が返事をくれて、自分の意見
を聞いてくた。
  →学校でどんないじめが行われているのか
を調査をしてくれることになった。

親には心配をかけたくないから言えない。先
生に相談したら、「ちくったな！」といじめ
っこたちにもっと暴力をふるわれるかもしれ
ない。
  →学校を休み、様子を見る。 誰にも相談で
きず一人で不安で寂しい。

  5
  

家の近くの公園では、「ボ
ールを使って遊んではいけ
ません」というルールがあ
る 。 小 学 生 の 自 分 と し て
は、本当はその公園で バレ
ーボールをして 遊びたい。
児童館で働くスタッフに相
談した。

12条 意見表明の権利 
15条 仲間で集まる権利 
17条 知りたいことを知る権利 

どんな公園にしてほしいのかなど意見をま
とめて地域の政治家（市長など）に提出す
る手伝いをしてもらった。 友達と提出した
意見が市議会で提案され、決まった曜日と
時間に、ボール遊びができるようになっ
た。  

「公園の近くに住んでいる人たちはボールが
家に飛んできたり、ボールの音がうるさくて
困ったりするんだよ、仕方ないね。」と言わ
れた。世の中のルールはおとなが決めるか
ら、仕方ないと思ってあきらめた。  

  6
  

学校の先生になるという夢
があり、大学に進学予定だ
ったが、親が失業し、お金
がないから「大学進学をや
めて働いてほしい」と言わ
れた。

考えてもらうカード  失業者への子育てのための支援金が もらえ
る。 さらに、返済不要の奨学金により、進
学ができる。  

家計も苦しく、勉強の代わりにバイトのシフ
トを増やし、働く時間を増やす。 卒業後バ
イト先の繋がりで興味のない職に就く。

  7
  

友達との交換日記を親が勝
手に読んでいた。  

16条 自分の秘密を守る権利   「子どもにだって秘密にしたいことやプラ
イバシーが守られる」という権利があるこ
とを親に伝えて、理解してもらえた。 

「あなたの親だから知ることが当然」 と言
われて、 日記を読むことをやめてもらえな
かった。 

  8

視覚に障害があり、目が見
えない。盲学校は家から遠
いので、家から近い公立小
学校に入学したい。

23条 障害のある子どもの権利 
29条 子どもが大切にされる教育

家から近い公立小学校の校長先生に入学前
に相談したところ、学校全体で支援したり
学校に通う子どもたちにも説明してこの学
校で学べるようにしましょう、と言われ通
常学校に入学できることになった。

地域の教育担当者から、視覚障害があるなら
ば、盲学校にしか入学できないと言われた。
すごく残念だけど、通常学校に行くのはあき
らめた。

  9
  

自分が好きな色の服を着て
いたら 「男の子らしい/女の
子らしい色にしなさい」と
親に言われた。

2条 差別の禁止 
13条 考えや思いを表現する  

公民館での「子どもの権利ワークショッ
プ」に親子で参加した。 親も子どももそれ
ぞれの考え方が違うことも学べたし、他の
人と比べられることも減っていった。  

なんで好きな色の服を着てはいけないのか、
親に怒られる意味がわからず、親子で喧嘩ば
かりしてしまう。自分の好みを分かってもら
えなくて悲しい

  10
  

習い事で 親がすすめるスポ
ーツをしているが、本当は
音楽がしたい。  

3条 子どもにとって1番いいことを 
12条 意見表明の権利 
29条 子どもが大切にされる教育  

勇気を出して、 ずっと音楽がやりたかった
ことを伝えたところ、親が理解してくれて
音楽を始めることができた。  

親に気持ちを言い出すことができず、音楽は
あきらめてしまった。 ずっと後悔してい
る。  

  11
  

外国から 日本に来たばかり
で 日本語がわからず授業に
ついていけない。  

4条 国が子どもの権利を守る責任 
28条 教育を受ける権利 
30条 色々な文化や言語   

日本語のサポートをする人が学校に来て、
わかる言葉で話してくれた。 先生が、わか
りやすい日本語で話してくれた。  

支援してくれる制度があるかわからず、その
まま教室で授業を受けている。 友達との会
話は少しずつできるようになってきたが、授
業の内容は よくわからないままだ。

  12
  

地域のお祭りで出店しよう
と 思 っ た ら 、 運 営 の 人 に
「子どもだからダメ」と言
われてしまった。

考えてもらうカード 友達に話したら一緒にやろうと言ってくれ
た。5人以上で親の承諾を得たらできるとわ
かったので、仲間を集めてしっかりと準備
を進め、出店することができた。

やっぱり子どもじゃできないのかと思い、誰
にも相談せずにあきらめた。

・ワークカード内容一覧（授業実施者用）※印刷は任意
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・ワークカード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）
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・子どもの権利カード（A４両面印刷）



振り返りシート
子どもの権利カードゲーム

子どもの権利とは、

・印象に残った場面カード（A、Bカードも含む）はどれですか？
　（書ける人は理由も書いてみてください。）

・いいなと思ったお気に入りの権利カードはどれですか？
　（書ける人は理由も書いてみてください。）

・授業で印象に残ったこと、感じたこと

名前：　　　　    　　　

・すべての子どもが生まれたときから持っていて、
 何度でも使うことができる「チケット」のようなもの。

・もし、奪われたら声をあげて助けを求めることができ、
 その権利はすぐに取り戻されるべきもの。

 © FreeTheChildrenJapan
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≪ご利用フォーム送信のお願い≫

この度は、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンのブロックゲーム教材をご利用頂きまし
て、誠にありがとうございます。

 よりよい教材作り、無料での教材提供継続のため、使用のご報告・ご意見をフリー・
ザ・チルドレン・ジャパンまでお寄せください。
また、教材の使い方等、御不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

  教材ご利用フォーム

≪著作権に関するご案内≫

●教材・書籍等の著作権はフリー・ザ・チルドレン・ジャパンに帰属します。 
著作権法上の例外を除いて、教材・書籍等の全部または一部を無断で複製したり、
転写・引用・入力などしないでください。学校の先生が、授業で使うためにコピー
を作って児童や生徒に配布することは「著作権法上の例外」なので、問題ありません。

●教材・書籍等を利用して、非営利目的の講義や参加型学習プログラムを実施する
際には、事前の広報資料や当日の配付資料、事後のレポート等に、使用する著作物
の著作権者が当団体にあることを明示ください。
例「当講座で使用する教材･テキストは、フリー・ザ・チルドレン・ジャパン発行の教材
です。」

発行：認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
教材開発チーム

      　　　　HP：https://ftcj.org/
　　　　　Mail：info@ftcj.org
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